
建築物リフォーム・リニューアル調査の改定について

近年のストック重視型社会・環境配慮型社会の実現に向けた社会経済情勢
の変化による統計需要に対応するため、平成２８年度より調査内容の見直し、
統計精度の向上及び公表時期の早期化等の改定を行ったところですが、更な
る公表時期の早期化を図るため、平成３０年度より調査結果を四半期毎に公
表することとしました。

■公表時期の早期化

※提出時期が変わります※
H30年度調査より四半期毎に結果を公表します

調査票の提出時期が四半期毎に変更になります
(四半期毎に各１回、計２回ご提出をお願いします)

調査票
調査対象期間 調査票名称

提出時期 公表時期

H30年度調査 四半期毎

４月～６月
７月～９月

１０月～１２月
翌１月～３月

第１四半期調査票
第２四半期調査票

第３四半期調査票
第４四半期調査票

四半期毎

７月中旬
１０月中旬

翌１月中旬
翌４月中旬

四半期毎

９月末予定
１２月末予定

翌３月末予定
翌６月末予定

H28年度調査
H29年度調査

四半期毎

４月～６月
７月～９月

１０月～１２月
翌１月～３月

上半期調査票①
上半期調査票②

下半期調査票①
下半期調査票②

半年毎

まとめて１０月末

まとめて翌４月末

半年毎

１２月末

翌６月末

今回依頼
調査の対象


